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持続的需要変動対応の必要供給予備力見直しに伴う対応について
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最大3日
平均電力
(H3)

必要供給
予備力
【8～10%】

H3需要の【108～110%】

想定需要 供給力

偶発的需給変動対応
【7%】

持続的需要変動対応
【1～3%】

※【 】内の数字は供給予備力必要量の検討において見直しを検討している数字

持続的需要変動対応分について

◼ 必要供給予備力のうち、景気変動等による『持続的需要変動』対応分については、必要予備力の水準について検
討が行われてきた。

＜必要供給予備力のイメージ＞

※【 】内の数字は必要供給予備力の検討において見直しを検討している数字
※偶発的需給変動対応については、確率論的必要供給予備力算定手法（EUE）において
対応必要量を算定している

【出典】調整力及び需給バランス評価等に関する委員会平成28年度（2016年度）取りまとめ抜粋
（http://www.occto.or.jp/houkokusho/2017/chousei_jukyu_2016nendotorimatome.html）

http://www.occto.or.jp/houkokusho/2017/chousei_jukyu_2016nendotorimatome.html


5(参考) 景気変動等による需要変動（持続的需要変動）について

◼ 景気変動等による需要変動（持続的需要変動）の発生状況としては、「趨勢自体の上振れ」と「趨勢からの上振
れ」に分類される。

◼ このうち、「趨勢自体の上振れ」については、供給計画の前提となる需要想定業務において、毎年、経済見通しについ
て、実績に対する乖離補正を実施して対応している。

◼ ここでは、「趨勢からの上振れ」として、循環景気分に対応するための必要供給予備力について主に検討する。

【出典】調整力等に関する委員会平成27年度（2015年度）中間取りまとめ抜粋に追記
（http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/files/chousei_chuukantorimatome.pdf）

＜持続的需要変動対応の考え方のイメージ＞

本日の主な論点

出所）第54回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2020年10月1日)資料４ https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/chousei_jukyu_54_haifu.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/files/chousei_chuukantorimatome.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/chousei_jukyu_54_haifu.html


6持続的需要変動対応分について

◼ 第77回本委員会（2022年9月28日）において、本委員会の下に設けた「持続的需要変動に関する勉強会」で
のDECOMP法を用いた分析結果と、従来手法であるX-12ARIMAを用いた分析結果等を踏まえ、持続的需要変
動対応分の必要供給予備力は2％とすることで整理がなされ、持続的需要変動対応分の見直しに伴う、容量市場
での目標調達量や供給計画における小売電気事業者が提出する供給力等に扱いについて、次回以降議論するこ
ととしていた。

◼ 本資料では持続的需要変動対応分の見直しに伴う具体的な対応方針についてまとめた。

（出所）第77回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2022年9月28日) 資料1-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf
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◼ 従来手法では、 X-12ARIMAを使用し、気温調整済みH3需要実績から季節影響と誤差影響を取り除いた景気
その他の影響に相当するTC成分を抽出している。抽出されたTC成分に回帰直線を引くことで回帰直線を景気のト
レンド（T成分）とし、トレンドから乖離する部分（C成分）を変動持続的需要変動対応分としている。

◼ 2021年度データを追加し分析した結果、持続的需要変動対応分として2.0％が適当と整理された。

（参考）従来手法(X-12 ARIMA & 回帰直線分析)による分析結果

（出所）第77回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2022年9月28日) 資料1-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf
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◼ 一方で、DECOMP法では季節調整済みH3需要実績から持続的需要変動対応分と考えられるC成分を直接評価
でき、「持続的需要変動に関する勉強会」での整理を踏まえた分析の結果、C成分の最大値は2.01％となった。

（参考）DECOMP法による分析結果

（出所）第77回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2022年9月28日) 資料1-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_77_01_2.pdf
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◼ 容量市場においては目標調達量に係る諸元として持続的需要変動分を設定している。第77回本委員会において、
持続的需要変動分の必要供給予備率は2％とすることで整理しており、容量市場の目標調達量における持続的需
要変動分についてもその整理に合わせて設定していくこととなる。

◼ 加えて、持続的需要変動分以外の項目についても、EUE算定の諸課題検討において見直しの議論を進めているこ
とから、持続的需要変動分の見直しを反映していくスケジュール等については、それらの議論状況も踏まえ容量市場
の在り方等に関する検討会や国の審議会で確認していくことでどうか。

（出所）第38回容量市場の在り方等に関する検討会（2022年5月30日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/files/youryou_kentoukai_38_04.pdf

①容量市場
容量市場の目標調達量への反映

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/files/youryou_kentoukai_38_04.pdf


12①容量市場
（参考）確率論的必要供給予備力算定手法（EUE算定）における諸課題の検討について

（出所）第73回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会(2022年12月21日)資料7
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/073_07_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/073_07_00.pdf
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14②供給計画
供給計画における供給力の補完的確認の扱いについて

◼ 供給計画においては、年間EUE基準での評価と併せて補完的に各エリア・各月の予備率について確認を行っている。

◼ 補完的評価ではエリアの最大３日平均電力に対する予備率として、従来の考え方である偶発的需給変動対応分
7％に持続的需要変動対応分1％を加えた8％を基準として評価しており、持続的需要変動対応分の2％への見
直しに合わせて基準を9％とすることも考えられる。

◼ 一方、現状は偶発的需給変動対応分の評価はEUE評価に置き換わっていることから、EUE評価と予備率評価の
整合性について対応を検討しているところ。

◼ 補完的評価の基準としている予備率8％の扱いについては、補完的評価の位置づけおよび、容量市場から供給計
画、需給検証にかけての一連の評価の整合性も含めて引き続き検討することとしたい。

◼ また、需給検証等で確認している猛暑・厳寒H1需要に対する予備率3%については、時々刻々の需要変動に対応
する予備率と整理されており、持続的需要変動対応分の見直しに伴う変更は不要と考えられる。

（出所）第71回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2022年3月22日) 資料1
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_71_01.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_71_01.pdf


15②供給計画
（参考）猛暑・厳寒H1需要3％の基準について

（出所）電力需給検証小委員会第１回 (2013年10月1日)資料9
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_jukyu/pdf/001_09_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_jukyu/pdf/001_09_00.pdf


16②供給計画
小売電気事業者が確保する予備率への影響

（出所）第8回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計WG （2014年9月18日）資料5-2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/027_04_00.pdf

シート名 確認項目 チェック

持続的需要変動対応の予備力を確保しているか ○
○
○
○
○

前年度の記載 ○

年度末電源構成（設備容量）
に対する

供給電力（保有電源欄）の割合
様式第３２第１表

(指定１)

（出所）2023年度供給計画届出様式（小売電気事業者用）
「チェックシート」から抜粋

https://www.occto.or.jp/kyoukei/teishutsu/files/2023_format
_kouri.xlsm

※様式第32第1表：供給予備率や供給電力等を確認する帳票

◼ 電気事業法において小売電気事業者は「小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確
保しなければならない」と定められており、小売電気事業者は電気事業法施行規則において供給計画届出書を毎
年度提出することとなっている。

◼ 供給計画においては、供給予備力として持続的需要変動分を含めることを求めており、それが確保されていることを
様式第32第1表で確認している。

◼ なお、中長期的な供給力・調整力の確保をより効率的に行うため、容量市場が導入されており、容量市場は小売
電気事業者に課せられている供給能力確保義務を達成するための手段として位置づけられている。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/027_04_00.pdf


17②供給計画
（参考）容量市場における容量拠出金の整理について

◼ 第41回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会において、容量市場の
導入後における小売電気事業者が果たすべき供給能力確保義務の考え方として、容量市場における容量拠出金
を支払う義務が求められることが整理された。

（出所）第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会（2021年11月18日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/041_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/041_04_00.pdf


18②供給計画
小売電気事業者が確保する予備率への影響

◼ 持続的需要変動分を小売電気事業者が確保すべき予備力とする従来の整理に則れば、持続的需要変動分の
2%への見直しに伴い、供給計画の様式第32第1表において、小売電気事業者に2％の予備率確保を求めること
が考えられる。

◼ 一方で、事業者の準備期間や容量市場との整合も考慮する必要があることから、2023年度供給計画においては、
従来の対応を継続し、引き続き１％の予備率確保を求めることとしてはどうか。

◼ また、2024年度以降の扱いについては、容量市場における持続的需要変動分の扱いとの整合も踏まえつつ、供給
計画において小売電気事業者が確保する予備率の在り方について、国と連携して検討していくことでどうか。



19②供給計画
（参考）持続的需要変動分の厳気象対応分への影響

◼ EUE算定における厳気象対応分については、「厳気象H1需要想定の103%」と「平年H3需要想定に偶発的需給
変動分7％と持続的需要変動分1％を加えた108%」の差を基本的な考えとして算定されていることから、持続的
需要変動対応分を増加させることで、その増加分、厳気象対応分は減少する。

厳気象H1需要想定
(不等時性考慮)

電源の計画外停止考慮
(H3需要想定×109%×2.6%)

厳気象H1需要想定×3%
(不等時性考慮)

H3需要想定

H3需要想定×8%
偶発的需給変動7%+
持続的需要変動1%

厳気象対応

厳気象対応を考慮した供給力
＝厳気象H1需要想定×103%

持続的需要変動+1%

減少
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21③実運用
需給ひっ迫判断基準について

◼ 広域予備率8%未満となる場合が需給ひっ迫とされており、需給ひっ迫時の追加供給力対策について以下のとおり
整理されている。

◼ 持続的需要変動対応分の見直しに伴う需給ひっ迫基準8％の変更の要否について検討を行った。

（出所）第53回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会（2022年9月15日）資料3-2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/053_03_02.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/053_03_02.pdf


22③実運用
（参考）需給ひっ迫判断基準について

（出所）第70回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年2月18日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_70_02.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_70_02.pdf


23③実運用

需給ひっ迫判断基準について(1)

◼ 日々の需給運用においては、安定供給上必要とされる予備率3%に、気温上昇等による需要増に対応するために
必要な予備率4～5％を加えた、7～8%が必要と整理されている。

◼ 実運用は日々の予備率で判断される一方、持続的需要変動対応分が担保する景気変動影響は長期の需要想
定など、計画段階における予備力に影響を与えるものと考えられる。

◼ このため、持続的需要変動対応分の見直しに伴い実運用における基準を変更する必要はないと考えられるが、改め
て、ひっ迫判断基準の過去の整理の確認と、新たな観点として調整力確保状況での基準の検討を行った。

出所）第33回 電力・ガス基本政策小員会（2021年4月20日）資料6 抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/033_06_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/033_06_00.pdf


24③実運用
需給ひっ迫判断基準について(2)

◼ 需給ひっ迫判断の基準の根拠の一つとして、信頼度評価基準の前提から、発動指令電源を除き年間を通じて必要
とされる予備率8%とすることが整理されている。

（出所）第42回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年8月27日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/files/chousei_42_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/files/chousei_42_03.pdf


25③実運用
需給ひっ迫判断基準について(3)

（出所）第42回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年8月27日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/files/chousei_42_03.pdf

◼ 加えて、需給ひっ迫判断の基準の根拠一つとして、発動指令電源のリクワイアメントである年間12回相当となる広域
的予備率を判定基準値とすることについても整理されている。



26③実運用
（参考）需給ひっ迫時の補正インバランス料金について

◼ 需給ひっ迫時の補正インバランス料金について、B’、Bの点については電源I’の発動タイミングを参考に定められている。

出所）第68回 制度設計専門会合（2021年12月21日）資料3-1 抜粋
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/068_03_01.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/068_03_01.pdf


27③実運用
需給ひっ迫判断基準の根拠について(4)

◼ 需給ひっ迫判断基準の一つとして、需給ひっ迫時には一般送配電事業者が確保している調整力が不足している供
給力に補填されることから、一般送配電事業者の調整力の確保状況を判断基準とする観点も考えられる。

◼ 調整力の観点における需給ひっ迫判断水準について、応動時間の早い調整力が確保されなければ周波数維持に
影響が出るため、電源I-a相当である一次～二次②調整力の必要量を基準とすることが考えられる。

◼ 電源I-a相当である一次～二次②調整力の必要量は、各エリア2～5％程度となっている。

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
9エリア
平均

一次(A) 2.2 2.3 1.8 2.0 2.4 2.0 2.9 1.9 2.2 2.2

二次①(B) 2.4 2.2 1.7 2.0 2.0 1.8 2.4 1.9 2.2 2.1

二次②(C) 3.4 2.9 2.5 2.3 2.3 1.5 2.9 3.3 2.7 2.6

三次①(D) 7.9 7.0 5.2 5.1 5.5 5.4 6.0 5.9 7.0 6.1

合計
(A+B+C+D)

15.9 14.4 11.2 11.4 12.0 10.7 14.1 13.0 14.1 13.0

複合約定
一次～二次①

1.3 1.5 0.5 1.0 1.2 0.9 1.9 0.9 1.3 1.1

複合約定
一次～二次②

4.1 4.8 3.0 3.0 2.5 2.3 4.7 4.1 3.5 3.6

複合約定
一次～三次①

9.3 8.6 6.3 6.4 6.2 6.3 8.3 8.1 8.6 7.6

算定諸元：2020年度実績（冬季需給ひっ迫発生日のデータを除く）

各エリアH3需要※比率［％］【一次～三次①の必要量（年間平均）】

※2020年度供給計画第1年度



28③実運用
（参考）一次～三次①の必要量（2019年度実績）

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
9エリア
平均

一次(A) 2.4% 2.4% 1.8% 2.0% 2.4% 2.1% 2.9% 1.9% 2.3% 2.3%

二次①(B) 2.4% 2.3% 1.7% 2.0% 2.0% 1.9% 2.8% 1.9% 2.2% 2.1%

二次②(C) 3.9% 2.7% 2.7% 2.1% 2.3% 1.4% 3.2% 3.1% 2.7% 2.7%

三次①(D) 9.3% 6.8% 4.7% 4.7% 5.8% 4.7% 6.9% 6.5% 5.3% 6.1%

合計
(A+B+C+D)

17.9% 13.9% 10.8% 10.7% 12.5% 9.8% 15.8% 13.6% 12.6% 13.1%

複合約定
一次～二次①

1.4% 1.4% 0.5% 0.9% 1.2% 0.9% 1.9% 0.9% 1.3% 1.2%

複合約定
一次～二次②

4.5% 4.8% 3.3% 3.6% 3.2% 2.3% 5.1% 4.2% 3.8% 3.9%

複合約定
一次～三次①

10.5% 9.1% 5.9% 6.4% 7.0% 5.6% 9.2% 8.3% 7.0% 7.7%

算定諸元：2019年度実績（冬季需給ひっ迫発生日のデータを除く）

各エリアH3需要※比率［％］【一次～三次①の必要量（年間平均）】

※2019年度供給計画第1年度

◼ 2019年度実績から算定される必要量についても同様に各エリア2～5％程度となっている。
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出所）第１３回需給調整市場検討小委員会 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_13_02.pdf

③実運用
（参考）需給調整市場における商品の要件

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/files/jukyu_shijyo_13_02.pdf
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出所）第２５回需給調整市場検討小委員会 資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/files/jukyu_shijyo_25_03.pdf

③実運用
（参考）一次調整力から三次調整力①の必要量

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/files/jukyu_shijyo_25_03.pdf


31③実運用
エリア予備率と広域予備率について

◼ 過去、需給ひっ迫の対策を発動する基準として、各エリア3～5％で整理されていた。

◼ 広域予備率では、連系線容量の上限で広域ブロックが分断され、広域ブロック外からの応援が期待できないことから、
各エリアでの判断基準より大きい、広域予備率8％が基準とされている。

（出所）第52回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会（2022年7月20日）資料4-2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/052_04_02.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/052_04_02.pdf


32③実運用
（参考）エリア予備率と広域予備率について

出所）第39回 制度設計専門会合（2019年6月25日）資料3-1
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf


33③実運用
（参考）エリア予備率と広域予備率について

出所）第39回 制度設計専門会合（2019年6月25日）資料3-1
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf


34③実運用
需給ひっ迫判断基準の根拠について(4)

◼ 調整力の観点における需給ひっ迫判断水準について、電源I-a相当である一次～二次②調整力の必要水準を下
回る基準を確認したところ、一次～二次②調整力必要量は各エリアで2～5％程度となった。

◼ また、従来の各エリアでのひっ迫判断基準は3～5％で管理されていたものを、広域予備率では8％を基準とすること
で整理されている。

◼ 上記を踏まえ、調整力の観点においても広域予備率８％の基準は妥当と考えられる。

出所）第39回制度設計専門会合(2019年6月25日)資料4
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_04_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_04_00.pdf


35③実運用
需給ひっ迫判断基準について（まとめ）

◼ 需給ひっ迫判断基準については、計画段階の供給力を評価する基準であるEUE基準や供給計画の基準とは切り
離して検討する必要があると考えられ、持続的需要変動対応分の見直しに伴い変更するものではないと考えられる。

◼ また、調整力の観点から確認した結果においても広域予備率8％は妥当と考えられる。

◼ 以上を踏まえ、需給ひっ迫判断の基準は現状から変更せず、引き続き広域予備率8％を基準とすることが妥当と
考えられる。

◼ なお、需給ひっ迫判断基準が現状の広域予備率8％から変更なければ、引き続き補正インバランス料金の考え方と
も整合が図られる。

◼ また、持続的需要対応分の見直しに加え、偶発的需給変動対応分についても見直しの議論を進めているところ。
EUE算定の見直しにより必要予備率が変更となった場合においても、今回同様に運用上の判断基準には影響しな
いと整理することが妥当と考えられる。

◼ 一方、現状の運用上の需給ひっ迫判断基準8％について、需給運用上の課題が顕在化した場合には改めて検討
を進めることとしたい。


